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役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程 

 

 

（目的） 

第１条 この規程は、公益財団法人京都私学振興会 （以下「当振興会」という。） 定款第

１４条及び第２９条の規定に基づき、当振興会の役員及び評議員の報酬並びに費用に関

し必要な事項を定めることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この規程において、用語の意義は次の各号に定めるところによる。 

（１）役員とは、理事及び監事をいい、評議員を併せて役員等という。 

（２）常勤役員とは、理事のうち当振興会を主たる勤務場所とする者をいう。 

（３）非常勤役員とは、役員のうち常勤役員以外の者をいう。 

（報酬の支給） 

第３条 当振興会は、常勤役員、非常勤役員及び評議員に職務執行の対価として報酬を支給

することができる。 

２ 常勤役員には、別表の常勤役員報酬表（号級・報酬月額表）に基づき定額報酬を支給す

る。但し、職員を兼務する常勤役員の定額報酬は、月額２０，０００円とする。 

３ 常勤役員の定額報酬月額について職員と同率の年間臨時手当を支給する。 

４ 常勤役員の退職に際しては、その任期に応じて第７条に規定する退職慰労金を支給す

ることができる。 

（定額報酬額の決定） 

第４条 各々の常勤役員の号級・定額報酬月額は、常勤役員報酬表のうちから、理事長が理

事会の承認を得て決めるものとする。 

 (非常勤役員の報酬等) 

第５条 非常勤役員及び評議員が、理事会、評議員会、その他当振興会の業務に関連する委

員会等の会議 に出席した場合は、次の報酬及び交通費を支給する。 

報 酬  １日につき   ２０，０００円 

交通費  京都市内及び近郊  ４，０００円（当振興会より片道３０ｋｍ以内） 

上記以外の地域   ８，０００円 

２ 非常勤の理事長には、勤務日の交通費は支給せず、その職務内容、勤務形態及び常勤役

員の定額報酬月額その他の事情を考慮して、理事会が定める定額報酬月額を支給する。 

３ 非常勤の理事長には、職員と同率の年間臨時手当を支給する。 

（職務委嘱非常勤役員の報酬） 

第５条の２ 理事長がガバナンス改革及び法令遵守推進その他特定の職務の遂行を委嘱し

た非常勤役員に対し、月額１００，０００円以下の範囲内において定めた報酬を支給す

る。  

２ 前項の役員がその職務遂行のため当振興会での打合せ等に出席した場合の交通費は、

支給しない。 
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（役員報酬等の支給） 

第６条 役員定額報酬の支給日は、毎月２５日とし、当振興会が指定する銀行のうち、本人

名義の預金口座に振り込み支給する。但し、当日が銀行休業日に当たるときはその前日に

繰り上げて支給する。 

２ 非常勤役員及び評議員が前条の会議等に出席した場合の報酬等は、当該会議等の開催

後 1 か月以内に、当振興会が指定する銀行のうち、本人名義の預金口座に振り込み支給

する。 

（退任慰労金） 

第７条 常勤役員として円満に勤務し、かつ任期満了、辞任又は死亡により退任した者に、

退任慰労金を支給するものとし、死亡により退任した者については、その法定相続人に支

払うものとする。 

２  常勤役員に対する退任慰労金は、在職期間 1 年度ごとに、各年度に支給された定額 

報酬月額を合算して得た額とする。 

３  前項による退任慰労金の額は、理事会の承認を得てその者の勤務実績に応じて、これ

を増額又は減額することができる。 

４  非常勤役員が退任した際は、在任期間１期につき 20,000 円に相当する記念品を記念

品料として贈るものとする。 

５ 非常勤の理事長に対する退任慰労金は、在任期間 1 年度ごとに、各年度に支給された

定額報酬月額を合算して得た額とする。 

６ 前項による退任慰労金の額は、理事会の承認を得て、その者の勤務実績に応じて、これ

を増額又は減額することができる。 

（常勤役員の費用） 

第８条 常勤役員には、通勤に要する交通費として通勤手当を支給する。 

２ 通勤手当の額は、運賃、時間及び距離等の事情に照らして最も経済的かつ合理的と認め

られる通勤経路の運賃の額とする。 

３ 役員等が当振興会の業務の必要により出張した場合の旅費等は、別に定める旅費規程

により支給する。 

（公表） 

第９条 当振興会は、この規程をもって、公益社団法人及び公益財団法人の認定に関する法

律第２０条第２項に定める報酬等の支給の基準として公表するものとする。 

（改正） 

第１０条 この規程の改正は、評議員会の議決により行うものとする。 

（補則） 

第１１条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の承認を得て、別に定める

ものとする。 
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附 則 

１．この規程は、公益財団法人の設立の登記の日から施行する。 

２．この規程改正は、平成２７年６月８日から施行する。(別表第１２号付加) 

３．この規程改正は、平成２９年６月５日から施行する。(第２条・３条の一部改正) 

４．この規程改正は、平成２９年１１月２０日から施行する。(第 7 条の改正) 

５．この規程改正は、令和元年６月３日より施行する。（別表第１３・１４号追加） 

６．この規程改正は、令和３年６月７日より施行する。（別表第１５号追加） 

７．この規程の改正は、令和７年６月９日より施行する。 

(非常勤の理事長の報酬及び退任慰労金条項の追加等の見直し） 

８.この規程の改正は、令和７年 12月１日から施行する。 

          （職務委嘱非常勤役員の報酬条項の追加） 

 

 

 

別表 常勤役員報酬表（単位：円） 

号 級 報酬月額 号 級 報酬月額 号 級 報酬月額 

第 1 号 200,000 第 6 号 450,000 第 11 号 700,000 

第 2 号 250,000 第 7 号 500,000 第 12 号 750,000 

第 3 号 300,000 第 8 号 550,000 第 13 号 800,000 

第 4 号 350,000 第 9 号 600,000 第 14 号 850,000 

第 5 号 400,000 第 10 号 650,000 第 15 号 900,000 

 


